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政府紙幣回収の方針VII 

問題の困難性の前に常に朝令暮改の

無定見ぶりを曝していた本国の Treasury も，

表面的には頑迷とも言えるほどの一貫した姿勢を崩すことはなかった。ささや

こと政府紙幣の問題となると

植民地幣制の整備に乗り出しながらも，

どのような形であれ植民地政府発行の紙幣は凶収するこかな妥協はあっても 3

の形さらに，約束手形 (proinisarynotes) と，が基本方針だったり Eある。

式をとる政府紙幣は政府にとっての負債以外の何ものでもないという認識から，

iと小額紙幣ほど正貨免換を要求される頻度が高いことを考慮したのであろう，

1ポンド以下むをえぬ事情から政府紙幣の発行を臨時的に認めた場合ですら，

の小額紙幣の発行は許きれなかった。政府が責任を持たねばならないのは紙幣

というのがその理由であった。いき

ここでも，厳しい条

金属鋳貨の供給である，

おい，紙幣は民間銀行の手に委ねられることになったが，

の発行ではなく，
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件が設定されることになる。鋳貨の供給は政府が，紙幣は民間銀行が，責任を

持つべきである，とする厳格な三分法が，途中， 1847年の植民大臣 Grey卿

の強力な要請の前に一度は動揺したこともあるが，大勢において，その後1884

年にセイロンで原則が崩されるまでの畏い年月に亘って頑固に維持された白で

ある。しかし，これは植民地の通貨不足を恒常的に定着させる一方で，植民地

銀行の活動を外国為替業務に片寄らせる原因の lつとなョたのであコた。

本国 Treasury の眼には，植民地の前統治者オランダの「だらしのない貨

幣政策J CBaster， The 1tゅerialB出 lks，1929， pめという f(だらない遺産」が

幣制混乱の主要な原因土じて映っていたために，不換化している紙幣ので者る

かぎりでの回収，という方針も当然のことであっただろう。

しかし，セイロ Y でほ rixdollarsの呼称で呼ばれている‘ kasnooten "や

‘credit brieven' とし、うオランダ紙幣を回収するために， 1800年と1801竿に

セイロン政府発行の rixdollar notesを7万5，000Rds 分発行し，それに正

貨免換の保証を与えたのはよいが，セイロン政府の極度の財政逼迫のために，

1812年には2日O万 Rむ もの紙幣を発行してしまL、，免換もほとんどされずに

不換化してしまうという失態を演じていた"。急逮 Bertolacciの指示で (A

View 01 the Agricultural， Commercial， and Financial Interests 01 Ceylon， 

1817，の著者)， rix dollor銀貨が鋳造されたが， ほとんど効果を挙げえず，

‘anchor money' を新たに鋳造したり Madrasrupeeの法貨性を宣言した

りし亡，必死で過剰発行の回収を図ったが，なお1820年には250万 Rd5. 相当

分存在しており，やっとそれをピ クに減少しはじめたといっても， 1825年で

もなお150万 Rds の政府紙幣が未回収のままであった (Chalmers， A H叫 ory

.of Currency in the British Colanie.s， 1893， pp. 354-5)0 1825年に例の M問 uteが

1) セイロン政府は財政串字を補填するために， 1816-24年の閣に本国から1000万lもの補助を受
け取っていたが，本国→セイロン政府→商人というノレートで世給された金属韓貿も，そのことこ
とくがすぐさま貿易赤字白決済用にイ γ ドに流出してしまい，すでに発行した政府紙幣D免換請

求があっても， 金庫の中にはほとんど正貨の蓄積はなかった， というくじhalmers，A HistG巾

(d Curr叩 cy問 theBritish Colonies， 1国3.p. 356.参照)ヨ
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出されると， Regulation No. 8 01 1825の決定に基き， 1 rix dollar = 1 s. 

喧 d.(これまでの名目価値は 1s. 9 d. であったが，通用価値は 1s. 4 d. 

を下廻るようになっていた〉 に評価し直して，時の総督 EdwardBarnesに

対し紙幣の100%の回収を Treasuryは指示している (Chalmers，山'd.， p. 355)。

しかし，この指令は，総額はもとより，日常取引き用の小額通貨の払拭を招〈

ために〈旧 rix dollar紙幣には小額紙幣が存在Lていたのに，新たな Trea-

sury notes にはこれがなかった)，この Barnes，Wilmot Horton， Stuart 

Mackenzie， Colin Campbell， Torrington卿と続〈歴代セイロン総督の執撤

な抵抗をヰび起よすことになったり亡ある。乙の抵抗の論拠は，植民地と本固

との紙幣観のずれを余す所なく伝えている。ただ，植民地の通貨不足の決め手

に紙幣がなりえなかったことの背景と理由とを，われわれは総督と Treasury

との問の押問答(としてしか表現できない性質のものであった〉を通してうか

がL、知ることがで曾るのである。

まず Barnesの論点から見て行こう。彼は1825年の TreasuryMinuteが

紙幣の全面的回収にあったことに強力に抵抗し，このような措置をとれば，政

府は言うに及ばず，社会的に極めて由々しき事態を招来することになると反論

L 総額10万ポンド分の紙幣発行の権限を総督に与えるよう要請する (D田 pa

tch No. 77 dated 26 July 1825 from the Governor of Ceylon to the Secretary of 

State f.田Coloniescon凶 nedin volume 89 of the Catalogues of the Public Record 

O伍ce，CO 54 series:以下 CO54/89， G 77 01 26/7/1825と表記 Gunasekera，FrOlη 

Deρendent Currency to Ce叫ralBan島町rgin Ceylon， 1962， p. 15より)一方で， 10 

s. と 5s.の小額紙幣の発行も要求したが黙殺された (Gunasekera，ibid.， p. 15) 

その後も Barnes は執劫に Treasuryに迫札 1827年には次のような論点を

提起している。

「この国の取引き形態は，そして特に本島のようなところのそれは，イング

ランドのそれとは全く近似していない。住民の圧倒的多数は極度に貧しし、。生

活用品の価格ははるかに低廉であり，貨幣取引きといっても，も勺と小額の単
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位の貨幣で一般には営まれている。結局， 50ポントーから 1ポy ドまでの額から

しか成り立っていない紙幣は本島では不便でもあり，不適当なものである」

(CO 54/99: G 5 of 10/10/1827; Gunasekera， ibid.. p. 16より)。

皮肉にも，必要な小額単位の通貨はオランダの「だらしない」旧貨幣と，だ

らしのなさではひけをとらなかった1810年代のセイロン政府紙幣 rixdollar 

paperが担っていたのである。この182T年には大きな額の単位の紙幣は 5万ポ

ンド分，比較的小さな 5rix dollarと 2rix dollar紙幣 (1 r皿 dollar

1 s. 6 d.)が 5万ポンド分，流通していたのであるが，現実にプランテーショ

ンの発展に伴い，南インドから流入してくる賃金労働者への賃金支払い，およ

びそれに伴う日用品目小額取引きの増大と Lヴ趨勢には，本国の恐怖のみり理

由では抗すへくもなかった。この1827年の Barnesの要請に対しては黙殺しえ

たが，次の1832年の W.Hortonのやはり執助な要求時には，本国自体シロン

グ銀貨による rixdollar papersの代替政策を継続する能力を喪失していた。

おそら〈は， この理由からであったのだろう，本国の Treasury はもはやセ

イロン総督の要請のことごとくを完全に無視するという方針を強行できなかっ

た。すなわち..Barnesの統治時期には.1830-2年にかけて 23，4311.のTreas.

ury notesの回収に成功したのであるが (1827年の Regulat ion 8で旧い rix

dollar papersが廃棄され， この年それに代って免換可能な Treasurynotes 

が9万 l分=120万 rixdol1ars-l s. 6 d. で換算ーが新たに発行されてい

た。この Treasurynotesは1830年に110，8581流通していたが， 1832年には

87，4271 の流通額へと縮小されていたのである (Chalmers，io珂， p. 355)，シリ

ング貨は流通に入るどころか本国に送還されるばかりであった。貨幣不足に対

処するために年間 1万 l分のンリング貨をセイロ Y に積送しろという Horton

の要請を1833年に拒絶したことから，本国側は自己の積送するシリング貨によ

る紙幣の回収としヴ基本方針を押し通すことができなくなっていた。この年，

まず「紙幣発行がいかに便利 Cはあっても，その利益も正貨で準備せねばなら

ないという不利益によって相殺されてしまうとしヴ主張を述べながらも， i通
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常の統治活動を撹乱せずに紙幣回収を図れるほど政府財政が良好な状態にはな

いときにはJ(CO 54/133 and CO 55/75; Gunasekera， op.白 t.，p. 17より〉紙幣の

回収を延期してもよい，ただし，紙幣の流通額り増加は許されj'，先換に備え

て正貨準備を怠ってはならない (CO55/75・ Despatchof Secretar-y State to the 

Ceyl叩 GovernorNo. 22 of 21/3(1835 以下 S22 01 21/3/1開 5と表示 Gunasekera，

ibid.， p. 17より〕 という歯切れの悪い表現で Treasury notes 回収の延期を

Horton に伝えている。しかし，このような軟化にきいしても小額紙幣の発行

については依然として強硬で，次期総督 Mackenzieの 11"'γ ド紙幣とノレピ

ー貨との閣の中間的鋳貨」がないため，遠隔地のプランテーション地域では 1

ポ Y ド紙幣は4~6ヘンスの手数料を払って鋳貨と交換されるという不便をかこ

っている (CO54/173: G 29 01 11/11/1839; Gunaseke日，訪id.，p. 18より)とい

う1839年の懇請， 同じ<1841年の CampbelIの要請 (CO54/1叩 G 19 01 15/ 

12/1841; Gunasekera，品以， p. 18より〉に対しても，冷たく拒絶したことに変り

はなかった。

しかし，次の Torrington の要請 (1847) になると，かなりの動揺を見せ

ることになった。 Torrington はプラ yテーションの急進展ぶりについて当局

の認識を喚起したあと，圏内送金の不便さを指摘するヘ小額取引きは当時余

儀なく銅貨が使用されていたが，その不便さを訴えたもの亡ある。

「コーヒー園の代理人や所有主たちから， 1ポンド以下の小額紙幣を求める

声が頻繁にあがっ。、る。山岳地域の遠隔の農園に大量の銅貨をカバンに詰め

て輸送する困難性と危険性は実に大きし、。しかも労働者への支払いには，その

月給が 1ポンドを超えることもないために'小額の紙幣が必要である。実際，

Kandy で銅貨を調達するさいには， それを山岳地帯に輸送してもらうより前

ですら 1%の手数料を徴収きれるし，繁忙期には地方銀行"'により月々輸送さ

2) たとえばーじ 産業は1827年には)70万 lの輸出であったが. 1剖 7年には1950方 lに急
増して行< (Gunasekera. 1斗umDep四 dentじ辺打切C少 toCentral Banking in Ceylon. 
1825-1957， 196~， p. 20)。ところが.1833年時点で，本国政府がシリング貨の積送を中止し
ていたために，とくにタミール人への賃金支払いには不便をきたしていたのである。
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れる銅貨はかなりの額に達するのであるJ (CO 54/2<0， G 153 01 11/11/1847， 

Guanasekera， ibid.， p. 18より〕。

プランターや植民地の政府にとって，通貨の総量の増大も必要であったが，

まさに hand.to-handの通貨，それも携帯に便利な通貨が当時は渇望されてい

たのである。 Torringtonは乙のために 10 s. note の発行の認可を要求し

ていたのだが，彼のこの要請は当時の植民大臣 Grey の共感を得て，かなり

本国の Treasury を動指させたらしし、心。しかし， 3カ月後に出た Treasury

側の公式見解は，農園町インド人労働者たもは，農閑期には本固に帰るので，

ノレピ 世持ち帰らねばならない， Iこのような人々にコロンポで免換可能な小

額 政府紙幣を与えることは極めて危険であるJ(CO 54/240; Guna配 ke:四，品id.，p. 

3) 後述するが，すでに1841年6月l日に theBank of Ceylonが， 1840年目 Regulationsに基

いて RoyalCharterを付与されて営業を開始していた。これが，セイロンにおける畳朝の植民

地課行である。資本金は25万¥.，払込人白ほとんどはやイロンと関慌の深い在ロンドン商社であ

った とくにコ ヒー プランテーション白拡大を目的としていた OliverFarrer， T. A 

Hallkビy，J. A. IIankey等の署名のある請願状には「こり島の貿易甲増大と貴重な自熟産物の

耕作の進展にもかかわらず， 公的にも私的にも全く銀行が存在してい右い。 われわれ発泡人は

the Bank of Ceylon を設立しむ担保融資， 信用白供与，預金巣務，発券巣萌，そり他。貨

幣取引きに関する業務を遂行した<， Royal Charterの付与を認可されんことを強〈請願しま

すJ(Public Record 0伍ce，T. 1. 3478; B国 ter，The lmperial Banks， 1929. pp. 104-5よ

り〕。なお当時の本国の金融業者にとって， Royal Charter の獲得は有限責任の権利の保証を得

ることでもあったし，後述りようにl 本国ではもはや1826年の取り決めによって新たに Charter

を得ることができなかった三とから 先を競っτ危険な植民地白銀行設立に乗り出したのである，

これには，また本国の極めて低い利子事に悩んでいた創融業者が，植民地の貨幣不足に目をつけ

て高金利目当てに殺到したとし、う事情もある (J oplin， Digest of tbe Evidence on the Bank 

Charter taken before the Committee of 1832;および Atlas，5/5/1838，参照〕。

4) この1847年前後がセイロンにおける紙券発行世買につい CTreasury側がもっとも動揺し口、

た時期bしい岡本文で論述しているように Torrington白本当の思惑は政府紙幣の発行を取り

止めて，紙幣は全て銀行券で代位させようとするところにあった。このことを Torringtonは本

国の植民省に訴えたが， ちょうど植民大臣 Grey 0)提案があったりした事情もからんで植民省

側の指示は，~に紙幣に対してわれわれは反対しているのではない，という前置きのあと， r現在

流通Lている政府紙幣の今以上の回取は見合わせるようにーそして政府紙幣への信用会落とさ阻

ように，従来通り使用させるよう配慮することJ(CO 54/236: 566 of 6/8/1847; Gunasekera. 

op. cit.， p. 30より)，という Treasuryも含めたζれまでの政府軒牌固血政策と正反対のもの

であった。し泊もこの方針に同意した Treasuryの副議長 CharlesTrevelyanが Grey に対

し， 1848年5月9日付で「われわれはよく制禦された政府紙幣のもつ利点についてはあなたと同

じように認識しておりJ， セイロンの既存の銀行券の発行については制限すべきであると考える，

と発言するにおよんで 3カ月も円前で激請が闘わされたという (CO 54/240: Trevelyan to 

Grey: 9/3/1848; Gunasekera. ibid.， p. 32より).
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19より〕というものであった。

ιは言え， Treasury側のこのような頑固な姿勢ふ当時の植民地政府の財

政基盤が弱<.常に本国の国庫からの援助を要請する状況にあったことを鑑み

れば，当然のことであったと思われる。実際，先述のように，本国 Tteasury

はオランダからの遺産である不換紙幣を回収すべし正貨と免換可能な Treas~

ury notesを発行するという限定的意図しかもっていなかったのに，現実には

オランダの旧紙幣の回収もある程度はなしえたものの， Treasury notesの使

われ均は所期の意図から大幅にはずれて，植民地政府の財政赤字を補嘆するた

めに伎われるようになってUた。できるかぎり，植民地政府の経常収支の黒字

分で他ならぬ植民地政府の失態である紙幣回収を図るように指示を与えてはい

たがJ 回収を現実的に実行させようとすれば，現地政府の赤字と丸、う状況では

結局は本国政府の負担で正貨を植民地に積送せざるをえなかったので品る。と

ころが全植民地を対象にしていただけに， 1825年の改革の失敗の痛手は大雪し

もはや本国はシリ Y グ貨の植民地への積送という情熱を失いつつあった，とい

う深刻なジレンマが生じていた。このような状況からみて，既存の紙幣はとも

かく黙認するとして(その回収は本国からの正貨積送を必要とするの-C)， そ

の量的増大を意味する新たな紙幣の発行などとても認めることができなかった

のも充分うなずけることであった。これに加えて，例の銀行制限条令下の過剰

発券とL寸経験，さらには1825年の恐慌の原因が小額紙幣の過剰発行に求めら

れていた当時の認識からすれば，小額紙幣の発行についてはとくに Treasury

が恐れていた事情もやはり無理からぬことであっただろう。

他万，植民地政府側でも Treasurynotes発行からくる圧迫から逸れたが

ってし、たと Lづ事情がある。植民地政府にとって必要なのは鋳貨小足を穴埋め

する紙幣の存在であり， 日常取引きに必要且ヮ便利な小額紙幣の存在にすぎな

かったのであり，決してそれが政府紙幣でなければならないと現地政府は主張

するものではなかった。現実には，できるかぎり紙幣発行の責任を当時進出し

つつあっ介犬植民地銀行に委ねると左を希望していたのである。そして，とく
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にこの考え方を率直に表明したのが Torringtonだったのである。

セイロ y総督として Torringtonが着任する前年の1846年に，すでに1845年

コロンボに支庖を開設していた theOriental Bank5)が自行保有の Treasury

notes， 1万5，000l.相当分の即時党換を政府に要求していた。これはセイロ γ

における銀行券の独占的発行権を得るために政府にかけた揺きぶりであった。

このときには，本国の支援でインドから正貨を緊急輸入して政府はこの苦境を

乗り切ったがp 翌年同行はなおも執劫に銀行券の独占的発行権の認可と政府会

計を預る指定銀行となることを要求しつつ，その見返り lこ，政府債を東インド

会社紙幣で買取るという申し込みを行なった。すでに政府の金庫にはE貨もほ

とんどな<，この種の大銀行の手による Treasurynotesの大量の先換請求の

脅威は政府にとりと〈に大きかったのである。 Torrington が同行のとの申入

れを受比て政府の窮状を打開したいという意向に傾いたのもやむをえないこと

であった。彼は1847年 6月植民省宛に次のように訴えている。 iこの植民地で

現在活動Lている 2つの銀行は(あと 1つは theBank of Ceylon一筆者注〉

おそらく短時日のうちに紙幣の流通に期待されるすべての利点をもたらしてく

れて J 自らの政府が自らの紙幣を発行しなければならね苦境から政府を救済し

てくれるだろう」と言い，正貨さえ蓄積されればできるだけ早急に全政府紙幣

の回収に乗り出したい， とまで言い切っていたのである (CO 54/236， G 20 of 

8/6/1847; Gunusekera， ibid.， p. 30より)。

5) インドにおける最初の本格的な Anglo-Indian植民地銀行である@ もともと theBank of 
Western Inoiaとして1842年にボンベイに設立され，当時，存在していた theBank of Bom 
bayが東トンド会社側の Charterにより為替業務り取扱いや許きれ亡し、なか 4 た開聞を埋める
べく設立されたもの。 1845年に出eOriental Bank と名称を変えて， コロンボ，カノレカッタ，
香港，シンガポ ルへと支出を拡張して行コた.それとともに本盾をロンドンに害すo 1849年に
は theBank of Ceylonを合併し， 18δl年には RoyalCharterを得て theOriental Bank 
Corporationと世称し，セイロンと中国で発券D権利金得，さらに中国からケーゾまでの首業範
囲を確立し，送金 為替業務を行なうようになった RoyalCharterを取得したと吉田資本金
は 60万1.(ただし.Andτ'ee， .‘ The Progress of Banking in Ceylon "， dated April 1864 in 
Fergus叩.， α叫οn訪問cto叩 1876-78，では250万1.となっている)， 通常白 12惜有限責任」

の特権をもっていた。まだ theOriental Bankであった1848年5月1日時点では資本金のうち
10万lをセイロンに使用するために割いていたという (CO54/248， ibid.l. 
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すでにこのときには (1847年 9月30日)， the Bank of Ceylonの銀行券は

14，340 1.， the Oriental Bankの銀行券は 16，8001に達しており， Treasury 

notesは逆に1840年の85，0001.から44，0001.に激減していた (CO 54(240; 

Gunasekera， ibid.， p. 27より) 1..-， この程度の紙幣ではカバーできない通貨必

要量に対しては銀行の小切手使用の慣習を定着させつつあったのである。それ

だけではない。銀行の開設はこれまでにない大量の正貨の輸入という副産物す

らもたらしてくれていた。すなわち1837年には政府の子により 39，0571の正貨

しか輸入され亡いなかったのに， the Bank of Ceylon というセイロンにと

って初めての植民地銀行の設立された年 (1841年〉には110，7961.，さらに， the 

Oriental Bank のコロンポ支屈が開設きれた年 (1843年〉には314，3871 に

増大L，Torringtonの着任Lた年 (1847) には454，9741 にも達していたの

である c しかも， 1841年以来，ほとんどの正貨がこの 2行を通じて輸入された

ものであるという (Guna田 kera，ibid.， p. 29) 0 1848年 5月の Torrington の急

送公文書 (despatch)では次のような銀行への讃美が述べられていた。

開設された銀行は「これまで政府を大いに悩ませていた政府への出費を強い

ることなしに 3 正貨の導入を制禦することによって為替業務を促進させている

だけでなく，一般的な貨幣取引きの制禦についてもこの方面の権威ある組織が

なかったばかりに重要な問題でも不規則で不安定な対応しかできずに，いたず

らに経費ばかりかかるという不都合なこともしばしば避けられるようになった

のであるJ(CO 54(248， G 86 01 1(5(1848; Gunasekera ibid.， p. 27より)。

乙のような植民地銀行への期待は，セイロンばかりではなく，他の植民地政

府が共通に抱いていた期待であった。少なくとも貨幣不足としづ共通の悩みを

もち，自己目脆弱t<財政基盤では紙幣発行は財政負担を重くするばかりである

し，さりとて本国政府の正貨輸送は必要量にはるかに充たないという状況のも

とでは， Treasury notes発行の弾力的条件の要求(したがって，本同政府に

対する援助の要求〕をする一方で，植民地銀行の設立を真剣に訴えていた植民

地政府の三面的要求は当然のことであったと思われる。しかも，重点は次第に
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後者に傾斜していたのである。

紙幣発行は植民地銀行の手に委ねるという点については，本国の Tteasury

側も同じ見解であった。ただ過去の放縦な泡沫銀行がひきおこした苦い経験と，

本国ですら避けることのできなかった銀行券発行のもつ陥穿については，植民

地政府よりも神経質になり，厳格な条件のもとでのみ銀行の設立を認めるとい

う方針をもっ点に地方政府とは異なる統轄者としての基本的な差異があったの

である。

ところが，先述のように，ときの植民大臣 Grey卿は}Treasuryと地方総

替の両者白見解とかな b異なったものをもち，一時はその執劫な意見に Treas-

ury担lが動揺するときもあった。との点については，はるか後の事態が Grey

の主張通りになったという史実から見ても注目すべ#ものである。

Greyは周知のように theBank Charter Act 01 1844の強力な擁護者で

あり，徹底した通貨主義の理論家であったが，政府紙幣と L、う原則を主張して，

長文の急送公文書を1847年2月にニュージーランド総督に送っている。同様の

コピーが Torrington宛にも送られたが，内容は次のようなものであった。す

なわち，植民地の経理部に theCurrency.DepartmentとL、う特別の部門を設

けて J たとえば，セイロンでは 4万 lの紙幣に対して14，000Lの正貨準備を

維持しておく。これ以上の紙幣については，政府の要求であれ，個人のそれで

あれ，正貨の払込みを対価としなければならなし、。正貨準備の最低は15，0001. 

であり，紙幣量が減少してもこの準備の絶対額は下げなL、。銀行券については，

できるかぎりそれを禁止す吾 (E町 1Grey's draft d田 patch. A' in CQ 54/240; 

Gunusekera，品id.，p. 30より)。さらに，彼は Peel's Act of 1844 0.)原則の確

認を次のように行なっている。 I銀行の活動ないしは金融活動と発券活動との

相互の結びつきは，単に不必要であるばかりか不適当である。前者は商業活動

の一分肢であり 、かなるものであれ私人に委ねられる類のものであるが，発

券は，すなわち，公認された交換手段の供給は，特別の，だが決して小きくな

い政府の機能なのである」但arlGrey's letter to Treasury: CQ 54/248， 5/6/1848; 
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Gunasekera， ib以， p. 31より)。 しかも， ζの公認された交換手段とは，できる

かぎり安価で便利なものでな〈てはならず，したがって，鋳貨ではな〈紙幣で

なくてはならない。紙幣こそ資本節約の基本である。しかし，紙幣の流通を支

配する法則は鋳貨を支配する法則にそのまま則らせることが必要である J とい

うまさに通貨学派そのものの主張を展開したのである (ibid.)。 この原則のも

とに， Greyは Torrington の本国 Treasury に対する小額政府紙幣の発行

認可の要求を全面的に擁護することになった。 Grey の:の主張は. 1840年 代

に相継いだカルカッタや西イ γ ド諸島の銀行倒産を経験して，銀行に対する不

信感を強く抱いたことから生じたものであった"。

この Greyの主張は当時 Treasuryの副議長であった CharlesTrevelyan 

の賛意を得て)Treasury内部で討議されたが (CO54/240: Trevelyan to "Grey ~ 

9/3/1848; Gunasekera，品必， p. 32より)， Treasury 側の公式見解は 3カ月後

に出されるとし寸慎重な扱いであったことは既述の通りである (Treasury com 

ments 00 Grey's draft currency proposals: CO 54/240; Gunasekera，ib必， p. 32よ

り)。それによれば， この計画は植民地政府の経験からみてもなじみがないこ

とと J 農閏労働者がインドに帰郷するさいにノレピー銀貨を選好するという習

慣にそぐわないこと，セイロン自体の貿易慣習に適合しないこと，といった内

谷でしかなしそれほど説得力のあるものではなかったが Greyの方体情熱

をなくしており IあきらめたわけではなU、J (Grey to T四四lyan，30/6/'848; 

Gunaseker丸山d.，p. 32より)と言いながらも， もはや 2度とこの問題に触れな

〈なった。しか l. その30年後の1884年に， the Oriental Bank Corporation 

(the Oriental Bankが theBank of Ceylon を吸収して1851年に名称変更

6) 当時植民地銀行は収穫予定の産幼を担保に融資するとL、う悪弊があった。この種の融資は当時
“Block Debt"という名で有名だった，銀行伺J産の主要原因はこれであ勺たの 1843年10月21日

The Economist は， iblock debtとし、う用語の意味するも白は，全てり家具。全ての備品そし
て育成しつつある但種物までも含めるものであった包 工場，農園，育成中の担種物等々に対
する融資は 重大な損失四寵是であって，本来そのような行為を厳しく看視しなければならな
かったはずの商業代理菓ですb巻き込んだもりである。乙の種の取引きは正当な銀行業務に必然
的に完全に反するものであるJC“Banksin our Colonies ")と非難している。
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したもの〉の倒産という事態を契機として採用されることになった政府紙幣発

行制度は， 1847年の Greyの計画をそのまま踏襲したものであった。植民地政

府の脆弱性のゆえに，紙幣発行権を徐々に銀行に移し変えるという通貨政策は

ここに劇的な転回を見せ吾のであるが， これは未だ本摘の課題ではなし、。われ

われはここでは Treasury側の不変 Eあった基本方針と，にもかかわらず貨幣

不足に依然として苦しむ植民地に充分な信用を供与できる組織的力の未成熟を

確認すればよ L、。しかし，予想に反して，通用としみ局面に関するかぎり， シ

リング貨ほどの困難を政府紙幣は経験しなかった点ほインドとの対比において

強調されておくべきだろうへ おそら〈は，栽培植民地とし寸特殊性が通用面

の困難きを回避きせたのであろう。問題は， しかし，常に発行と還流の円滑な

システムの設立をめ〈る処方重量にあったのである。

VIII Treasuryの紙幣観

本国の銀行業自体の主要関心事が未だ発券業務にあり，今日の意味における

預金業務については第二義的なものでしかなし銀行業務の利益も発券の方に

傾斜していたという事情に由来するものであろうが，この時期に相継いで設立

された植民地銀行をめぐる論議のほとんどは銀行の発券業務に関するものであ

った。 とくに植民地銀行については I有限責任」という特権回付与を意味す

7) インドにおいτは 貫して民間銀行の発券業務は認められていなかった。 1839-43宇の諸条剖
によって，ベンガノレ，ボγベイ，マドラスの三管区銀行 (presidencybank)が要求払い約束手
形の形成をとった融行券の発行は認められたが，これら白盟行は民間銀行巴はなし全亡東イン
ド会社の統制下にあったものである。これらの条例は1861年以降廃止され，以佳毘全な政府紙幣
り宝配となる回しかし，政府紙幣0'流通圏域は狭〈限定され， 8つのサ グルに区分されていた@
流通額は圭鋳貨の 5分0)1に〉かならなかったという。EdwinWal回 Kemmerer，Mo品 m

Cu円、on叩 R，j印判s，1916， pp. 8-10.参照。この硬直的な紙幣制度を批判して， もっと圏内取
引き用に紙幣を活用させる措置を講ヒる必要がある是主張すると ζ ろに，ケインスのインド幣制

改革論の主要な力点があった9 則武時夫片山貞雄「ケインズ全集」第 1巻ー東洋経済新報社.
28-9ベー山幸照，いずれにせよ，植民地におL、ては原則として政府紙幣を発行しないという

方針を堅持しながら，インドでは逆に銀行券を認めず政府紙幣を原則としていたという差異は興
味あることであるー直前はともかくとし C，植民地政府の財政負担の危慎かb政府紙幣を忌避し

ていた植民地と，銀行券発行を認めることにより民間銀行が政府の収益部門を乗っとる怖れをも
っていたインドとの対比は資本の吸着場所により，吸着の論理と合理性とが異なることの証左と

して，われわれは重担したい。
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る Charterの認可条件について Treasury と theBoard of Trade 聞でし、

くつかの合意が積み重ねられていた。 この Charter については， 1826年 の

the Bank Charter Amendment Bill 論争の過程-a， 本国における Royal

Charterを与えられているイングランド銀行にとって，他の園内銀行に Char

terが付与されることはいたずらに競合を招き混乱の源になるとしヴ反対意見

が次第に強力になってきたところから 3 海外に営業拠点をお〈植民地銀行のみ

が事実上 Charter 論議の対象となっていたものである 8)0 1831年に大蔵大匡

の Althorp卿と theBoard of Tradeの PaulettThomson (後の Sydenham

卿〉との間で作成された植民地銀行規制条項を初発的として， その後1838年の

追加的諸条項までには発券条件について次の 4点が合意事項となっていた。 (1)

銀行の本病はもちろん各支屈において発行された銀行券は，発券された場所で

要求あり次第正貨の免換に応じること。 (2)1 1 の額面以下の小額銀行券の発

行は禁止する。 (3)発券銀行の資金ポジずョンを公衆に知らせるために，資産と

負債を定期的に公表する。 (4)銀行券保有者の安全を期するために，銀行の株主

はその保有株額面の 2倍の有限責任をもっ。このように，合意されていたもの

はJ もっぱら銀行券保有者の安全を保証する条項についてのそれであった。

8) Huskison (J)証言では「適宜な制度のもとで， もし限定された責在日みを負えばよいという

Charter Banksが設立されれば非常に大きな改善となる.そうなれば， 疑いもな〈大きな信用

と富をもっ多〈の人々がこのような銀行の樺式に資金を投資するようになるだろう町しかし，イ

ソグランド銀行がこれは国内の競合を激化するとして有限責任の什与の拡大に反対したe

したがって，この適正な制度についての論議は展開されたが， しかしそれは，海外銀行に対する

Charterの付与をめぐるもののみになコてしまった CRemarksan the Formation and 
Working o.f Banks caι'ed Joint Stock. 1826; Baster， opαt.， p. 20より〉。

9) この両者の合意がその読の植民地銀行規制j条項の起点となっている点については， Chalmers，ot. 
αt.， p. 32，も Baster，ot αt.， p. 2Eりも認めているのであるが.Basterの記述によれば，
AlthorpとTholilllunの両者出 Chartcrの条項についてどの程度明確な責任を負う合置をし

ていたのか疑わしいとしている。未だ両者(すなわち両者〉由見解は公的事項の公的確認ではな
かったからである。具体例に直面すると両者の聞にはしばしば認識のずれが見られた。たとえば，

the Banl乞 ofAustralasiaのCharterを論議しているとき，銀行が13D日以上にもわたって支払
いの停止をした場合.Charterを取消すという点については合意があったが，そり間新規の銀行

券発行は絶対に駄目だと主張する theBoard of Tradeに対して，かえってそれは金融混乱を

激化すると反論したのが Treasuryであうたロこの見解をすっきりと一致させた文書をつく札
というのが植民省の要望だったのである.Baster. ibid.， pp. 25-9，参照，
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Treasuryは相継ぐ植民地銀行の設立にきいし3 常にこの合意事項に従わせる

よう厳しく臨んでいたが，簡明に成文化されたものではなかったし，各植民地

総督の周知事項でもなかったうえに，単に Treasuryと theBoard 01 Trade 

との聞でケース・パイ・ケースでつ〈り出された合意事項のみが黙々と集積さ

れていたにすぎなかったことから，現場での衝突はもとより， Treasury， the 

Doard o[ Trade間 Eの理解の仕方が異なるとし寸事態の頻発を見た。たまり

かねた植民省の JohnRussell卿は Treasuryに次のような申入れをしてい

るυ

「植民地における銀行の設立に適用されるにあたってJTreasuryと the

Board 01 Trade 当局との間で見受けられる 「規制条項の誤解を避け畠ため

に， Treasuryの諸侯が theBoard 01 Tradeの諸侯の同意を得て，諸規制

条項の概要を作成し，それを成文化したものを，各植民地に送付して，総督お

よび行政機関への情報と指針に資するよう取り計らわれることを私は要請しま

すJ (Colonial OBice to Treasury， 7/1/1839， Pub1ic Record Offi.ce， T. 1， 3473; Bas 

ter， op. cit.， 1929， p. 33より)。

この要請を受けて両省の協力のもとに成文化されたものが. Regula tions 

and Conditions for the Observance of which Provision should be made 

in Charters or Le写islativeEnactments relating to the Incorporation of 

Banking Companies in the Colonies， 1840， である'"。 この成文化にあた

って， the Board of Trade側がと〈に「単なる株式発行の利得のみを得ょう

とする，いわゆる泡沫会社的銀行の設立についてチェックするよとJ(Letter of 

the Board of Trade to Treasury， 3/3/1840， P. R. 0.， T. 1， 3469; Da乱世 i17id.，p. 

34より〕を強調したという事実は， 当時の植民地における弱小銀行の実態を

伝えたものとして銘記きれる，V;、要がある。 17項目ある条項のうち， 第四項

(Charter付与後， 営業開始までの聞に株式が譲渡されても，前株主にその後

6カ月間の責任がある〕と第17項 (Charterの条項は簡潔にして明瞭なもので

10) 圭士は Chalme四，ot 日 t.，pp. 429-31 に収揖ぎれている.
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あることを要する〉は thel30ard of Trade の強い要請によって Treasury

の原案に附加されたものである。銀行券発行に関する上記 4つの条件はそのま

まこの規制条項に含まれていたが，しかし，なおJ 銀行券 (promissorynotes 

~)形式をとっ τいた)と他の債務とり区分がなく，両者を一括した上限だけが

設定されていた(第4項負債総額は全払込み資本額の 3倍以上〉にすぎないと

いう銀行券に関する認識の不充分さがあ J たうえに，発券準備の厳密な規定が

ないという重大な不備をもっていたために，これらの条項はピール条令の経験

を踏まえて， 1846年に修正条項が完成きれると正になっ介 (RegulationsRespec-

ting the Incorporation of Banking Companies in the Colon児島 1846)11)。周知のよう

にp ピ ル条令では. (1)通常の銀行業務のカテゴリーから発券の権限を奪い取

ること， (2)銀行券の経験的最低必要量に相当する額までは政府長期債を準備と

してもよいが，それ以上は全額正貨準備を必要とする，という「国王の鋳造高

権の代用貨幣の確認」と「保証準備直接制限制度の設定」という 2点に核心が

あったが， 1846年の植民地銀行改正条項でこの発券準備の厳格な規定が新設さ

れたことは当然である。この規制条項はその後半世紀に亘って植民地銀行の原

則であり続けた。 Chalmersも 11840-46年の諸規制の影響はカナダから西イン

ド諸島，オーストヲリアから東方に至る植民地を被い，たとえ全条項が現代の

理論にそぐわないものであっても，それは半世紀に亘って，全地球上 E実際的

経験の厳しい試練に耐えてきたものであるJ(Chalmers， op. cit.， pp. 34-5) と述

「ている。

今後の行論の必要上J ここで1846年の規制条項毎の要約をしておこう。各条

項末尾の( )内の数字は1840年の条項番号である。

(1)全資本額主株式数土は同定きれ，その全額の予約は Charter 付与後18カ月

以内に完了すること。一 (1)

11) 同じ<， Chalme目，ibid.， pp. 431-3，に全えが収揺されている。ただ， ζの収撮は植民省か
ら各植民地総督にあてた Circularからとったものであり，その後の追加が古まれていない。 そ
の後の追加分は“ColonialO陥ceList"に収録されているn 追加については， Chalmers脚注

にある。
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(2)株主は法人体の一員であり，応分の責務を負う。(新規条項口

(3)公衆の安全を図るために理事の任命等の銀行の運営に関する条項を設立時に

取り決めること。 (17)

(4)銀行の作成する細則は Charterおよび設立地ω法規に違反するもの Eはな

いことー (14)

(5)発券の権限と，銀行家としての活動との聞には区別があることを認識しJ発

券にあたっては植民地の法規に抵触しないようにすることu ←〔新規条項〉

(6)銀行業務および発券業務は予定資本額の全額に払込み予約が達する主で開始

できない。ー (2)

('1)予約資本の現実の払込みは Charter付与後2年以内に完了すること。 (3)

(s)Charter付与後，営業開始までの問に株式が譲渡されでも，譲渡後6カ月は

前株主に責任がある。 (16)

(9)不動産，船舶を担保とした融資を行なってはならない。また営業用以外の不

動産，船舶を保有してはならない。 (11)

ω銀行は自己株を保有してはならない。一 (9)

(1~理事の保証で行なう融資額は銀行の全融資額の 3 分の 1 を超えてはならない。

ー (10)

伺株式配当は利潤より支出すべきであり，資本金を取り崩してはならない。一

(12) 

帥証券，手形，銀行券，いずれの形態であれ，銀行の負債総額が資本金の 3倍

を超えてはならない。 (4)

ω11.以下の小瀬銀行券を発行じてはならない。一 (6)

倒本商からのものであれ，支庖からのものであれ，全 promissorynotes (銀

行券〉は発行場所と日付を明示 L. 発行所で正貨免換に応じること。一 (5)

同銀行券発行総額は全払込み資本額を超えてはならない。(新規条項〉

制銀行の資産が営業規模に見合わないとき，株主は保有株の 2倍の有限責任を

負う。一 (8)
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(1時正貨支払いを60日以上延期すれば営業許可を取りあげる。一 (7)

同半年ないしは 1年毎に資産，負債内容を公表する。(13)

側Treasuryの同意があれば資本金の増額は認められる。一 (15)

(17) 17 

既述のように， 1840年時点では銀行券の総額についての制限条項が欠けてい

たことか G，基本的にはピーノレ条令の方針を踏襲して，新たに第5，第16項がつ

け加えられた ζ とと J 今度の第13項で， 1840竿規制条項第16項の負債規定があ

いまいだったことを明確にした，という点に修正の眼目があったことは明らか

であろう。 しかし，今度の第16項でも発券準備についての規定が欠落している

ことがわかったので，す〈ーさま重要な追加がな事れたらしいの Colonial0伍ce

Listに記載されている Regulations01 1846には「流通銀行券総額の常に 3

分の l相当額の正貨が維持されねばならない」という追加条項が第16項の末尾

に書き加えられているからである (Chalmers，品以， p. 433より)。しかし， この

追加条項でもってしても，銀行券所有者の安全が保証されたことにはなおなか

った。 ζ の 3分の lのE貨準備が銀行券に限定してイア・マークされていたわ

けではなかったからである。倒産時には，この正貨準備も銀行の他の資産と同

じ扱いを受けJ 他の債権者よりも銀行券保有者の方が，この正貨保証の優先順

位が高かったわけではないからである。いずれにせよ，正貨先換，資本総額以

内， 1 1，以上に限定 3分の lの正貨準備，株保有の 2倍の有限責任……等等

といったこの規制条項は植民地銀行の行動指針であるばかりか，植民地の通貨

事情に関する政策の基本的決定要因であった点につレては変むりなかったので

ある，"。

このように，植民地の貨幣不足に対処するために，本国は植民地政府の子で

政府紙幣を発行することについては，常に否定的な対応しかしてこなかったの

であるが， ジャマイカ (1822年)，プリンス・ L ドワード島 (1825年)の柿めて

12) 後進地域への進出は一般に銀行業にとっては極めて危険であること，しかし厳格すぎるほどり
営業規制によって，規制を受けない銀行か経験した栄枯盛衰とは拙睡でありえた.という指摘を
した白はケインズであった。ケインズ.前掲書.147， 149， 153. 172， 176ページ，重参照.
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切迫した財政破綻の状況下では止むな〈その発行を認めた1.0ケープ，セイロ

ン，英領ギアナでは前統治者のオランダによる不換紙幣の流通という弊を終息

させるために，これまた止むなし免換政府紙幣の発行によりこの小換紙幣の

回収を図った。その後，これら全ての植民地の政府紙幣の回収にすリング貨を

もってする，とし、う方針が1825年の Minuteで確認されたのである。が，現実

には，本国の強力な命令にもかかわらず， おそらく， 1825年の Mz"nute の失

敗が明白になったことによって，政府紙幣はしぶとく流通し続けていた。たと

え，植民地銀行の設立について， 1846年の Regulations のような厳しい条件

をつけたといっても，現実には自らの発行した政府紙幣が植民地政府の財政に

対する重大な圧迫要因であったという事情が，現地政府をして植民地銀行の責

任に基いて発行される銀行券に依存せざるをえないようにしていた，というの

が真相であるだろう。

だが，厳しい条件下で設立きれたはずの植民地銀行ですら，基本的には乏し

い資金力を価格変動の激しい一次産品生産者たちに固定されてしまっていたこ

とを原因として，相継いで倒産して行った。それに， Charterという本国の権

威を付与することにより銀行の設立を認可していた本国は，この銀行券の不換

化に対して関知しない態度をとりうるものではなかった。たとえば， 1847年の

モーりシャスにおける銀行の倒虚にさい1.0プランターたちの激しい抗議に屈

服して， 1849年モーリシャス政府は本国の同意のもとに政府紙幣の発行による

銀行券の回収に乗り出さざるを得なかったのである (Chalrners，品ι，p. 367)13)。

本国政府はさらに1857-8年にかけてそーリシャスの発券業務を植民地政府部門

から銀行の手に移すよう現地と安渉したが，商人たちの反対に主主い，政府紙幣

の継続を余儀な〈きれることになった。しかしここそーリシャスでは政府紙

13) インドのエ~/ェンシイ ハウスである RpirLlrving & coがそーリ、ノャスに開設した支詰

が事実上の最初の銀行である CMauritiusBank. 1831年開設〕。しかし，この銀行は Charterは
おろか植民出政府の規制も受けていなかった。 2番目に開設されたのが theMauritェusCOIn 

mer'cial Bank (1839年〕で，奴隷解放資金目当てに設立されたものである。この銀行は Royal

Charterこそ受けなかったが腫行規古血徒"1(0)適用を受けてレた。Baster，op. cit.， p. 77，参照。
1825-1847年まではこの銀行が紙幣発行を独占していたのである。
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幣の廃止を不可能と認識して以来，政府は. 1864年に紙幣の条件をより厳しく

する措置をとっている。 (1)常時発行額の 2分の 1の正貨準備を保有しておくこ

と，少なくとも 3分の lをぎりぎりの最低隈度とする. (2)発行額の 2分の lは

本国政府か植民地政府の公債を準備に保有すること，ただし，植民地政府の公

債は紙幣の現実流通額の 4分の lを超えてはならない，というものであった1ヘ
ここには，植民地の通貨小足に対処しなければならぬという認識を本国およ

び植民地政府がともにもちながらも，その責任はできるかぎり民間の銀行に押

しつけ，政府は可能なかぎり発券に伴う危険性と財政負担から自由でありたい

という，もはや相継ぐ幣制改革の失敗に懲りて萎縮してしまった政府側の姿勢

が表現吉れているであろう。植民地における「健全通貨主義」とは，理論的裏

付けのある政策の発露ではなく ，tfしろ紙幣発行に伴う危険件に対する恐怖と

自らの財政基盤の脆弱さの表現以外の何ものでもなかった認識と解すべきであ

ると思われる。しかし後に1884年に，セイロンで巨大銀行の lつ theOrien-

tal Bank Corporation 由'320万 Rs もの大量の銀行券を発行したまま倒産す

るという大事件に遭遇した本圃政府は，紙幣発行の責任をできるだけ回避して

いたこれまでの逃げの姿勢をこれ以上続けることは不可能になりてしまった。

かつて Grey が提唱した1847年のプランをもとに， 本格的な紙幣発行政策の

確立にいよいよ立ち向わなければならなくなったのである。そのためには，

1825年の Minuteで定式化された金属鋳貨の発行政策を， 単に多種の外国鋳

貨が錯綜している中にイギリス鋳貨の正しい位置づけを見出し，その植民地内

14) 1849年(J) Ordinance No. 9に基いてGovermnentCurrency Boardが設立され. 10 Rs.， 
5Rs の小額紙幣が発行されている J ところがこの紙幣ほ法貨性を与えられたが これまでの慣
習的な 2s=1 rupeeではなし 1s.10d. (当時のインドの mteと同一〕と定められたために，
混乱が生じ〔内在価値はともか<. 2s=1 rupee 0)方が置利だった)， ルピ持貨の方が法貨性
を与えられた紙幣にそぐわず，流通から姿を消してしまった。そこで1861年の Ordina皿モ No.7
でこのルピ紙幣は凶収され，新たに Sterlingnot掛かi発行されたのである。その後1864年の
Ordinance No. 10で本文に示されている条件が設定された。発行種類は 11 と10s. (これら
は銀党換)， 51. (金尭換〉に限定したが， 1865-9年に貿易決済用申金が必要になったときに 5

l紙幣の免換要求が殺到して 時は危機を迎えたが，銀行が金融危機に備えてこの日紙幣を究
極の準備にもって〈れるようになったため， 大きな破綻もな〈政府紙幣は機能しえたという。
Chalrners， ot. cit.， p. 3岨，参照包
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部での循環を図るといった限定された視点ではな<，必要通貨の供給と回収の

弾力的なシステムそのものをどう構築するかという新しい，そしてより広い視

点から見直すという作業を必然的なものにしなければならなかったL.， 金属

鋳貨の代用貨幣という側面F らしか紙幣を見ないことに対する硬直的幣制のも

つ意味を洗い直さねばならなかったのである。それはまた， 1825年の Mz"nute

当時には存在していなかったが，今中巨大な組織に成長しつつあった植民地銀

行を政府紙幣発行システムの中にいかに有機的に介在させるかという課題を提

供することであった。しかも， ときすでに銀下落が深刻な問題をびきおこして

いた時期でもあった。世界巾場主舞台に循環するようになーった本国資本の活動

の円滑化を保証すること，植民地の通貨不足を解消することを，どのように結

びつけて植民地の幣制を整備すればよいのか。余りにも多く，余りにも困難で

巨大な難問がイギリス資本の前に山積していたのである。

しかし，吸着した資本との相互作用から急激な変化の渦中に巻き込まれた現

地経済がどのような形で変容し，吸着した資本がどの程度の力量をつけ，どの

ように進行する変化に対応すれば，イギリスの資本主義は世界市場を包摂でき

るのか，支配 従属という表面の簡明な政治過程の内部で発酵していたイギリ

ス資本と土着経済の角逐の具体的内容とその論理とは何だったのか，われわれ

は舞台を次第に現代に慎重に引き寄せながら.資本による包摂の論理把握を詰

めて行かねばならない。鋳貨の問題，スターリング手形の問題，植民地銀行の

問題，紙幣発行システムの問題という植民地の幣制に関する基本的 4要素が，

局面の進行と深まりの中でどう反応して，有機的結合が生み出きれてきたのか，

具体的には依然としてこの視角からの接近を必要とするのである。

一(完〉ー
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金主受けたιとに基〈研究(代表，小野一一郎京大教授〉成果の一部である。


